
仕様書 

 

１ 案件名称   事務用品（回転印スタンド外 33点） 購入 

 

２ 品名     事務用品（回転印スタンド外 33点） 

 

３ 数量・仕様  物品明細のとおり 

 

４ 納入期限   令和８年８月 21日（金） 

 

５ 納入場所   大阪市計画調整局建築指導部建築企画課 

         大阪市北区中之島１－３－20 大阪市役所本庁舎３階 

 

６ 担当者    大阪市計画調整局建築指導部建築企画課 中西 

         電話 06-6208-9295 

 

７ その他 

(1) 本仕様書について定めのない事項または仕様書の内容に疑義が生じた事項については

必要に応じて本市担当者と協議して定めることとする。ただし、軽微なものについては

本市担当者の指示に従うものとする。 

(2) 契約時に物品毎の金額の内訳が把握できる明細を添付すること。 

(3) 車高2.1mを超える車両を使用して市役所本庁舎への荷物等の搬入・搬出がある場合 

は、搬入出日時・搬入出先・搬入出に使用する車両の「種類」「色」「車両番号」「車

高」を実行日の３日前（土日祝日を除く）までに事業担当あて報告すること。ただし、

車高が2.8ｍを超える車両での搬入等については、地下駐車場を利用できない。 

(4) 別紙「特記仕様書」及び「特記事項」を遵守すること。 

 



番号 品名 形状・寸法・摘要 数量 単位 同等品

1 回転印スタンド
サンビー製　テクノタッチデータースタンド中
品番：DT-SM

2 個 不可

2 式辞用紙
式辞用紙：W297×H210mm（A4サイズ）５枚入以上
多当紙：W90×H225mm
レーザープリンタ印刷対応のもの

5 セット 可

3 カラーペーパー

A4判、黄色系統、特厚口（坪量約128g/㎡）、50枚入
【参考】長門屋商店　品番：ﾅ-3402
         大王製紙　品番：10000019
　　　　 ペーパーミツヤマ　仕様：色上質紙 特厚口 Ａ4 50枚　レモン

3 パック 可

4 回転ゴム印 欧文４連・３号　明朝体 6 個 可

5 OAクリーナー

ウエットタイプ、除菌成分入り
【参考】オーム電機　品番：01-3156（120枚入）
　　　　コクヨ　品番：EAS-CL-E150（150枚入）
　　　　スマートバリュー　品番： A312J（150枚入）

1,200 枚 可

6 パイプ式ファイル（A3タテ）
とじ厚：40mm　穴数：２穴　とじ穴間隔：80mm　背幅：65～69mm　寸法：縦430×横
328～330mm
A3の紙がタテで綴じることができるもの

24 冊 可

7 ナンバリング専用インク 黒　20ml以上 1 個 可

8 プレゼンファイル

プラスチック製
サイズ：A4タテ
表紙色：透明 
収容枚数：コピー用紙約150枚以上
穴数：２穴
とじ穴間隔：約80mm

10 冊 可

9 回転印

印面：直径30ミリ
上段：大阪市計画調整局
中段：年月日（下図参照）
下段：建築確認課受付

【参考】サンビー　品番：TR-DT10
　　　　 シャチハタ　品番：XGFD-30BG
　　　   スタンプラブ　サイズ： 10号丸形30mm
　　　　　　モデル：明朝体

3 個 可

10 ２穴パンチ

・45枚以上穿孔できるもの
・ダブルゲージ付き
【参考】MAX 品番：DP-50T/R
　　　　カール事務器 品番：SD-WJ45
　　　　カール事務器 品番：SD-W50-B

1 台 可

11 ダンボール（手穴つき）

サイズ：横430～470mm×縦330～350mm×高さ285～320mm、手穴つき
【参考】TANOSEE　品番：ORK-A4-10
　　　　ASKUL 申込番号：853536
　　　　ディズプラス　品番：D1-HT-10

20 枚 可

12 ダンボール

サイズ：底面A4対応　高さ232～250mm
【参考】ASKUL　申込番号：899034
　　　　HEIKO 品番：A4用-220
　　　　ロジマート　品番：NO21

120 枚 可

13 インク
QUICK STAMPER
顔料系　赤　INK　　10ml
サンビー株式会社　品番：QI-23

2 本 不可

物品明細



番号 品名 形状・寸法・摘要 数量 単位 同等品

物品明細

14 液状のり
内容量：50ml
不易糊工業　品番：GF5

20 本 不可

15 ゴムバンド

内容量 1kg、
切り幅6㎜、折径180㎜
【参考】共和　品番：GP－206
　　　　 アイ・ジー・オー　品番：RB45-6F-A
　　　　 エスコ　品番：EA628WN-180

1 袋 可

16 卓上サインスタンド

A5ヨコ
【参考】TANOSEE 品番：TTSS-A5Y
　　　　クルーズ　品番：CR48501
　　　　セキセイ　品番：SSD-2765-00

2 個 可

17 布粘着テープ

幅：50mm×25m
【参考】アスクル　型番：041T0ASJDB50250
　　　　 TANOSEE　品番/型番：TSET-1
　　　　 寺岡製作所　型番：141

8 個 可

18 ノート（A４、A罫）

サイズ：A4
枚数：40枚　A罫（７mm幅）
【参考】TANOSEE 品番：NOS-204A
　　　　コクヨ　品番：ノ-201AN
　　　　PLUS 品番：NO-204AS

20 冊 可

19 ノート（A４、B罫）

サイズ：A4
枚数：40枚　B罫（６mm幅）
【参考】TANOSEE 品番：NOS-204B
　　　　コクヨ　品番：ノ-201BN
　　　　PLUS　品番：NO-204BS

20 冊 可

20 インク浸透印

スタンプ　上段：大阪市計画調整局
　　　　　　中段：年月日（右図参照）
　　　　　　下段：建築指導部監察課
印面：直径30ミリ

サンビー・プチコールsmartキャップ式
品番：PTS-30A
インク色：赤

2 個 不可

21 付箋

サイズ：縦50mm×横15mm　混色（４色以上）　
１パック100枚×20冊以上入
【参考】TANOSEE 　品番：TM5015-MT
　　　　 ハピラ　品番：P5015
　　　　 アスクル　品番：AS-EJ05676

15 パック 可

22 フリクションボールペン替芯
赤色、ボール径：0.38mm　１パック３本入り
パイロット 品番：LFBTRF30UF-3R

10 パック 不可

23 フリクションボールペン替芯
青色、ボール径：0.38mm　１パック３本入り
パイロット 品番：LFBTRF30UF-3L

10 パック 不可



番号 品名 形状・寸法・摘要 数量 単位 同等品

物品明細

24 フリクションボールペン替芯
黒色、ボール径：0.38mm　１パック３本入り
パイロット 品番：LFBTRF30UF-3B

10 パック 不可

25 フリクションボールペン替芯
赤色、ボール径：0.5mm　１パック３本入り
パイロット 品番：LFBTRF30EF3R

10 パック 不可

26 フリクションボールペン替芯
青色、ボール径：0.5mm　１パック３本入り
パイロット 品番：LFBTRF30EF3L

10 パック 不可

27 カッター替刃
・小型（刃幅9mm）
・１パック10枚入り
オルファ　品番：SB10K

2 パック 不可

28 ステープラー針

10号針　50本連結×20／１個
【参考】スマートバリュー　品番：B007J
　　　　 コクヨ　品番：SL-10N
          マックス　品番：MS91187

40 個 可

29 テープのり（詰め替え用）
ドットライナー詰め替え用テープ
コクヨ　品番：タ-D400-08N

40 個 不可

30 蛍光ペン（消えるインクのもの）

黄
【参考】パイロット　品番：SFL-10SL-Y
　　　　 無印良品　品番：83767976
　　　　 三菱鉛筆　品番：PUS-151ER 2

20 本 可

31 蛍光ペン（消えるインクのもの）

ピンク
【参考】パイロット　品番：SFL-10SL-P
　　　　 無印良品　品番：83767983
　　　　 三菱鉛筆　品番：PUS-151ER 13

20 本 可

32 蛍光ペン（消えるインクのもの）

オレンジ
【参考】パイロット　品番：SFL-10SL-O
　　　　 無印良品　品番：83768003
　　　　 三菱鉛筆　品番：PUS-151ER 4

20 本 可

33 蛍光ペン（消えるインクのもの）

緑
【参考】パイロット　品番：SFL-10SL-G
　　　　 無印良品　品番：83768010
　　　　 三菱鉛筆　品番：PUS-151ER 6

20 本 可

34 ゴム印 仕様は別紙のとおり 5 個 可



文字は明朝体
縦20㎜×横60㎜で配置
文字の配置は左図のとおり

1

文字は明朝体
縦4㎜×横35㎜で配置
文字枠無し
文字の配置は左図のとおり

2

15㎜

建築主事 課長代理 係長 係員 5㎜

15㎜ 15㎜ 15㎜ 15㎜

35㎜

追記･誤記訂正　　 年 　月　 日 4㎜

物品明細書（ゴム印）

ゴム印仕様 個数

文字は明朝体
縦4㎜×横40㎜で配置
文字枠無し
文字の配置は左図のとおり

2

40㎜

計画調整局建築指導部建築企画課 4㎜



 

 

特記仕様書 

 

第１条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注

者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直

ちに発注者の計画調整局企画振興部総務担当（連絡先：06-6208-7811）に報告

しなければならない。 

 

 

（発注者：大阪市 受注者：契約先事業者） 



 

グリーン配送に係る特記仕様書  

 

１ 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、

大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければなら

ない。 

 

 

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン

配送適合車の使用を求めること。 

２ 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車

がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。 

ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使

用する場合はこの限りではない。 

(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車 

(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 

３ 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 

４ 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提

示を求めた場合には、協力すること。 

 

 

大阪市グリーン配送に関する問合せ 
 
大阪市環境局環境管理部環境規制課 
 自動車交通環境対策グループ 
電 話：０６－６６１５－７９６５ 

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に

おける総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM法）」に定める窒素酸化物排出基

準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 



生成 AI利用に関する特記仕様書 

 

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む）が生成 AI を利用す

る場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI利

用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.1 版）」に定められた以下

の利用規定を遵守すること。 

  

生成 AIの利用規定 

 

• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規

定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。 
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます 

  https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html 

• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。 

• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービ

スには利用しないこと。 

• 画像及び動画の生成 AI サービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権

を侵害しないよう選別したコンテンツで AI モデルの学習をしているサービスを利用することを原

則とする。ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合

は、生成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として

利用する際は発注者の同意を得ること。 

• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意の

みで利用可能な生成 AIの利用を禁止する。 

• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最

新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AIによる回答を得る目的での利用を禁止する。 

• 生成 AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること。 

• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。 

• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入

力及びそのおそれがある入力を禁止する。 

• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認

すること。 

• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必

ず自ら確認すること。 

• 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者

が責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。 

• 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用（公表

等）する場合は、生成 AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。 

• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティ

の確保を徹底して適切に運用すること。 


